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   朝霞市産業振興条例  

 

 本市は、「彩夏祭」に代表される市民の活力、「むさしのフロントあさか」

に象徴される武蔵野の面影が残る豊かな自然、そして、交通の高い利便性が調

和した緑豊かな住宅都市として大きく飛躍し、その魅力を向上させてきた。  

 このような朝霞の発展に呼応し、市内では様々な産業活動が営まれてきたが、

社会、経済が目まぐるしく変化し、人々の意識や生活様式の多様化が進み、事

業者、特に本市の産業の中核をなす小規模企業者は、厳しい経営環境に置かれ

ている。  

 こうした中で、産業の振興は、独立した事業者の自主的な努力が助長される

ことを旨とし、多様な事業者の活力ある成長発展を図るため、事業者、産業団

体、市民及び市が一体となって推進される必要がある。  

 よって、ここに本市の産業を振興していくための理念や役割等を明らかにし、

産業の振興と地域の活性化のためにこの条例を制定する。  

 （目的）  

第１条 この条例は、本市の商業、農業、工業等の産業振興に関し、基本理念、

市の責務、事業者の役割等を定めることにより、これを総合的かつ計画的に

推進し、地域経済の活性化を図り、もって豊かな市民生活及び地域の活力の

創出を目的とする。  

 （定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

 （1）  事業者 営利又は非営利を問わず、市内において事業を営むものをいう。  

 （2）  市内小規模企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２

条第５項に規定する小規模企業者で、市内において事業を営むものをいう。  

 （3）  産業団体 事業者の支援を行い、かつ、地域経済の活性化又は産業振興

を目的とする事業者等によって組織された団体で、商工会、農業協同組合

その他の団体をいう。  

 （4）  市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。  

 （基本理念）  

第３条 産業振興は、事業者の自助努力及び創意工夫を尊重しながら、事業者、

産業団体、市民及び市との相互の連携及び協働により推進されなければなら

ない。  

 （市の責務）  

第４条 市は、市内小規模企業者その他の事業者の現状を把握し、産業振興施

策を総合的かつ効果的に実施しなければならない。  
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２ 市は、産業振興施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努

めるものとする。  

３ 市は、国、埼玉県その他の関係機関の実施する施策等に関する情報を収集

し、及び市の施策等の情報を当該機関、事業者、産業団体等に提供するよう

努めるとともに、当該機関等との連携を図るよう努めるものとする。  

４ 市は、自らが発注する工事並びに物品及び役務の調達に当たっては、市内

小規模企業者その他の事業者の受注機会の確保に努めるものとする。  

 （計画の策定）  

第５条 市は、第３条の基本理念にのっとり、産業振興施策に係る計画を策定

しなければならない。  

 （事業者の役割）  

第６条 事業者は、自らの事業活動を通じて、地域の雇用の創出や地域経済の

活性化に貢献するよう努めるものとする。  

２ 事業者は、産業団体に加入するよう努めるとともに、産業団体が行う活動

に協力し、及び産業団体と連携するよう努めるものとする。  

３ 事業者は、地域社会の一員であることを認識し、活力のある地域社会の実

現に貢献するよう努めるものとする。  

 （産業団体の役割）  

第７条 産業団体は、事業者が自ら経営の向上及び改善並びに円滑な事業活動

を行えるよう必要な支援及び環境整備に努めるものとする。  

２ 産業団体は、組織力強化のため、事業者の当該産業団体への加入を促進す

るよう努めるものとする。  

３ 産業団体は、自ら行う事業活動を通じ、地域経済及び地域社会に貢献する

よう努めるものとする。  

４ 産業団体は、市が行う産業振興施策について市と連携するとともに、当該

施策の実施に当たっては、市と協働するよう努めるものとする。  

 （市民の協力）  

第８条 市民は、市内小規模企業者その他の事業者に対する支援や産業振興が

地域経済の活性化及び豊かな市民生活の実現に寄与することに鑑み、市内の

産業の持続的な発展に協力するよう努めるものとする。  

 （委任）  

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。  

   附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  


